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尾鷲港の港湾計画改訂の方針
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《尾鷲港の課題》

①地震・津波等災害に対する対策

②大型公共岸壁の再編整備

③観光拠点機能の充実

④賑わいと安らぎのある水辺空間の確保(形成)

⑤小型船だまりの再編整備

《計画の基本方針》

◆物 流

公共貨物取扱機能の拡充・強化

◆安全・安心

大規模地震対策施設の整備

小型船の適正な配置

◆観光・交流

観光拠点機能の充実

魅力ある港湾空間の形成

２



【林町地区の変更の概要】 林町地区

【課題・背景】
・公共埠頭の機能不足（埠頭用地、バース数）
・大型岸壁の整備要請
・地震、津波対策の充実
・既設公共岸壁と定期旅客船乗場の近接による
安全性の低下
・熊野古道など地域の資源を活かした観光振興
・港湾緑地の不足
・安らぎのある空間について整備の要請

【対応】
・大型公共岸壁の整備
・耐震強化岸壁の整備
・人流と物流の分離（安全性の向上）
・交流厚生用地の確保（観光交流拠点を整備）
・親水緑地（防災緑地）の確保
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交流厚生用地0.4ha

親水緑地（防災緑地）
2.1ha

公共埠頭
水深 -7.5m
埠頭用地 2.1ha

耐震強化岸壁（改良）
水深 -5.5m

今回計画
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第３岸壁を物資補給岸壁
に利用転換

定期旅客船乗場
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【その他の地区の変更の概要】
小型船等の適正な配置（林町地区・港町地区・天満地区） 林町地区

天満地区

港町地区

小型船の
適正配置

中型船の係留場所を
移転し、第二桟橋を
小型船だまりとして利用

小型船だまり計画
の削除（古里地区）

【対応】
○既設第３岸壁（水深-5.5m延長80m）を
物資補給岸壁として利用転換

○中型船を第３岸壁へ移転し、発着基地として利用
○中型船の移転に伴い生じる係留スペースの
有効利用、小型船の適正配置

○古里地区の小型船だまり計画を削除

【課題・背景】
・港内に多くの中小漁船が係留
・水域等の利用が狭溢で混雑

今回計画
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漁船等

PB等
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中型船
の移転



取扱貨物量の推移と目標値（参考）
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輸入 移出 移入 総貨物量 既定計画貨物量
（千トン）

723
351
267
105

933

522
267
144

今回計画
（Ｈ３０年代半ば）

実績
（Ｈ１６年）

既定計画
（Ｈ１５年目標）

4098


